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【10 月は「65 歳以上の雇用保険手続」について】 

漏れていると支給金額が減りますのでご注意を 

特に会社の総務課さんへの案内です。 

 

★手続パターンは３つ 

 法改正が平成 29 年 1 月 1 日にあったため、これを

起点に３パターンの手続があります。 

①新規パターン：手続要 

②高齢継続パターン：手続要 

③一般継続パターン：手続不要 

 

★忘れたらどんな影響があるの？ 

届出すると、平成 31 年度まで保険料が免除になり

ます。 

労働保険なんで、具体的には「失業保険（基本手当）

のもらえるお金が増える確率が高くなります」 

 

★まず、新規パターン：手続要 

 平成 29年 1月 1日以降に 65歳以上で雇用された場

合は「ハローワークに雇用保険の届出」が必要になり

ます。 

以前は届出が不要であったため注意が必要です。 

また、保険料の納付は平成 31 年度まで保険料が免

除になります。 

 

★ややこしい「高齢継続パターン：手続要」 

 平成 29年 1月 1日前に 65歳以上で雇用されている

場合は「ハローワークに雇用保険の届出」が必要にな

ります。 

これも以前は届出が不要であったため注意が必要

です。 

また、同じく保険料の納付は平成 31 年度まで保険

料が免除になります。 

 

表にすると以下になります。 

65歳を超えて働いている人は、要注意です。 

手続きを忘れると、後で支給金額が減ります。 
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【編集後記 森啓治郎】  

 

  

 

最近地震が多いですね。 

 会社や自宅での対策は大丈夫ですか。 

 私も備蓄食料や電源などを見直しました。 

 

 

 最近は「発電機」を買おうかな、、、なんて考え

ています。 

 オール電化の家や、高層マンションの高層階など

は、大変だとと思います。 

 うちはマンションの５階です。 

 

  

 こんなポスターを職場に貼ってはいかがでしょう

か。 

 なかなかよくまとまっていると思います。 

 地震のとき電車やエレベーターは危ないですね。 

 

 

 

 

 

 

 

家具の固定も重要ですよね。 

事務所や自宅の避難場所も必要ですよね。 

みなさんも、今回を機会に見直してはいかがでし

ょうか。 
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